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○ 就労訓練事業のガイドライン（案）の送付について 

・「生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガ

イドライン（案）」をお送りします。 

・このガイドラインは、平成２７年度以降、生活困窮者自立支援法に

基づく認定を受けた就労訓練事業者が遵守すべき事項を定めたも

のです。なお、今後は、皆さまのご意見を伺いつつ修正を行い、本

年３月中に、正式なガイドラインとして改めて発出する予定でおり

ます。したがいまして、皆さまにおかれましては、担当まで忌憚の

ないご意見をお寄せいただけると幸いです。 

・なお、現在お示ししているモデル事業のガイドラインからの変更点

は以下のとおりです。 

① 政省令の公布を受け、内容を充実させたこと。特に、政令に関し

ては、社会福祉事業の最低人数（１０名）について記載するととも

に、省令に関しては認定基準等を追記したこと。 

② １月２６日の全国会議でお示しした「生活困窮者自立支援制度に

係る自治体事務マニュアル（案）」の中の「第７ 就労訓練事業の

認定等」の内容を一部盛り込んだこと。 

③ その他所要の整備を行ったこと。 
 

※ 本最新情報は、管内市区町村へ情報提供願います。 
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